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○

胎児がい6場合の相続税の申告

Q 由
■ 相続人となるべき胎児がいる場合の相

続税の申告の取扱いを教えてください。

A:民法の取扱いでは、相続については胎

児を既に生まれたものとみなして、胎児の相

続権を認めています。

しかし、相続税法では、相続税の申告書を

提出する日までに胎児が出生していない場合

には、その胎児がいないものとして相続税額

の計算及び申告をすることとされています。

したがって、胎児がいる場合における遺産

に係る基礎控除額及び法定相続人の相続分は、

その胎児がいないものとした場合の相続人の

数及び相続分を基として計算することになり

ます。これは、死産となる場合もあれば、双

子の場合もありうるからです。

相続税の申告書を提出した後に胎児が生き

て生まれた場合には、相続人に異動が生ずる

ことになり、それに従って相続税額に異動が

生ずることになりますが、胎児の出生により

すでに申告した課税価格及び相続税額が過大

となった人については、その胎児の出生を知

った日の翌日から4カ月以内に更正の請求を

することができます。

一方、相続開始の時に胎児であった者が、

相続税の申告書を提出する日までに出生して

いる場合には、胎児であった者（その法定代

理人）も申告書提出義務を負い、法定代理人

がその胎児の生まれたことを知った日の翌日

から10カ月以内に、法定代理人がその胎児

に代わって期限後申告書を提出すべきことに

なります。


